
類型 性　 　 格 主な対応・ 措置

一類感染症
感染力、 罹患し た場合の重篤性等に基づく 総合
的な観点から みた危険性が極めて高い感染症

・ 原則入院
・ 消毒等の対物措置
（ 例外的に、 建物への措置、 通行制限等
の措置も 適用対象）

新型イ ンフ ル
エンザ等
感染症

・ 新たに人から 人に伝染する 能力を も っ たウ イ
ルス を 病原体と する イ ンフ ルエンザで、 全国的
かつ急速なま ん延によ り 国民の生命及び健康に
重大な影響を 与える おそれがある も の及び再興
型イ ンフ ルエン ザ
・ 新たに人から 人に伝染する 能力を も っ たコ ロ
ナウ イ ルス を 病原体と する 感染症で、 全国的か
つ急速なま ん延によ り 国民の生命及び健康に重
大な影響を与える おそれがある も の及び再興型
コ ロ ナウ イ ルス 感染症

・ 原則入院
・ 消毒等の対物措置
（ 例外的に、 建物への措置、 通行制限等
の措置も 適用対象）

二類感染症
感染力、 罹患し た場合の重篤性等に基づく 総合
的な観点から みた危険性が高い感染症

・ 状況に応じ て入院
・ 消毒等の対物措置

三類感染症

感染力、 罹患し た場合の重篤性等に基づく 総合
的な観点から みた危険性は高く ないが、 特定の
職業への就業によ って感染症の集団発生を起こ
し 得る 感染症

・ 特定職種への就業制限
・ 消毒等の対物措置

四類感染症
人から 人への感染はほと んど ないが、 動物、 飲
食物等の物件を 介し て感染する ため、 動物や物
件の消毒、 廃棄など の措置が必要と なる 感染症

・ 動物の措置を 含む消毒等の対物措置

五類感染症

国が感染症発生動向調査を 行い、 その結果等に
基づいて必要な情報を一般国民や医療関係者に
提供・ 公開し ていく こ と によ って、 発生・ 拡大
を防止すべき 感染症

・ 感染症発生状況の収集・ 分析と その結
果の公開、 提供

指定感染症
既知の感染症の中で上記一～三類に分類さ れな
い感染症において一～三類に準じ た対応の必要
が生じ た感染症

・ 一～三類感染症に準じ た入院対応や消
毒等の対物措置を 実施
( 適用する 規定は政令で定める ）

新感染症

人から 人に伝染する と 認めら れる 疾病であっ
て、 既知の感染症と 症状等が明ら かに異なり 、
その伝染力及び罹患し た場合の重篤度から 判断
し た危険性が極めて高い感染症

( 当初)  都道府県知事が厚生労働大臣の技
術的指導・ 助言を 得て個別に応急対応
（ 緊急時は厚生労働大臣が都道府県知事
に指示）
( 政令指定後)  政令で症状等の要件指定し
た後に、 一類感染症に準じ た対応

感染症法の対象と なる 感染症の定義・ 類型等

　 感染症法では、 感染力と 、 罹患し た場合の重篤性に基づく 総合的な観点から 、 感染症を 一類から 五類に
類型化し 、 それぞれに対し て行政的な対応、 措置を 定めている 。
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（ ※は獣医師から の届出対象疾患）

： 全数報告疾患

： 診断後直ちに届出を行う 疾患

一類感染症 四類感染症

※ 1 エボラ 出血熱 20 Ｅ 型肝炎 44 ニパウ イ ルス 感染症
2 ク リ ミ ア・ コ ンゴ出血熱 ※ 21 ウ エス ト ナイ ル熱 45 日本紅斑熱
3 痘そう 22 Ａ 型肝炎 46 日本脳炎
4 南米出血熱 ※ 23 エキノ コ ッ ク ス 症 47 ハンタ ウ イ ルス 肺症候群

※ 5 ペス ト 24 エムポッ ク ス 48 Ｂ ウ イ ルス 病
※ 6 マールブルグ熱 25 黄熱 49 鼻疽

7 ラ ッ サ熱 26 オウ ム病 50 ブルセラ 症
27 オムス ク 出血熱 51 ベネズエラ ウ マ脳炎

二類感染症 28 回帰熱 52 ヘンド ラ ウ イ ルス 感染症
29 キャ サヌ ル森林病 53 発し んチフス

8 急性肺白髄炎（ ポリ オ） 30 Ｑ 熱 54 ボツリ ヌ ス 症
※ 9 結核 31 狂犬病 55 マラ リ ア

10 ジフテリ ア 32 コ ク シジオイ デス 症 56 野兎病
重症急性呼吸器症候群 33 ジカウ イ ルス 感染症 57 ラ イ ム病
（ Ｓ Ａ Ｒ Ｓ コ ロ ナウ イ ルス ） 重症熱性血小板減少症候群 58 リ ッ サウ イ ルス 感染症

※ 12 中東呼吸器症候群（ ＭＥ Ｒ Ｓ ） （ Ｓ Ｆ Ｔ Ｓ ウ イ ルス に限る ） 59 リ フト バレー熱
※ 13 鳥イ ンフルエンザ（ Ｈ５ Ｎ１ ） 35 腎症候性出血熱 60 類鼻疽
※ 14 鳥イ ンフルエンザ（ Ｈ７ Ｎ９ ） 36 西部ウ マ脳炎 61 レジオネラ 症

37 ダニ媒介脳炎 62 レ プト ス ピラ 症

三類感染症 38 炭疽 63 ロ ッ キー山紅斑熱

39 チク ングニア熱
15 コ レ ラ 40 つつが虫病

※ 16 細菌性赤痢 41 デング熱
17 腸管出血性大腸菌感染症 42 東部ウ マ脳炎
18 腸チフス 鳥イ ンフルエンザ
19 パラ チフス （ Ｈ５ Ｎ １ 、 Ｈ７ Ｎ９ を除く ）

五類感染症（ 全数報告） 五類感染症（ 定点把握）

64 アメ ーバ赤痢 イ ンフルエンザ／COVI D-19定点（ 週報） 眼科定点（ 週報）
ウ イ ルス 性肝炎 イ ンフルエンザ 93 急性出血性結膜炎
（ Ｅ 型肝炎及びＡ 型肝炎を除く ） （ 鳥イ ンフルエンザ、 新型イ ン 110 流行性角結膜炎
カルバペネム耐性腸内細菌目 フルエンザ等感染症を除く ）
細菌感染症 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症 基幹定点（ 週報）

67 急性弛緩性麻痺（ ポリ オを除く ） （ 病原体がベータ コ ロ ナウ イ ル イ ンフルエンザ
急性脳炎（ 四類感染症における ス 属のコ ロ ナウ イ ルス （ 令和二 （ 鳥イ ンフルエンザ、 新型イ ン
脳炎を除く ） 年一月に中華人民共和国から 世 フルエンザ等感染症を除く ）

69 ク リ プト ス ポリ ジウ ム症 界保健機関に対し て、 人に伝染 感染性胃腸炎
70 ク ロ イ ツフェ ルト ・ ヤコ ブ病 する 能力を有する こ と が新たに （ ロ タ ウ イ ルス に限る ）
71 劇症型溶血性レ ンサ球菌感染症 報告さ れたも のに限る 。 ） であ ク ラ ミ ジア肺炎

後天性免疫不全症候群 る も のに限る ） （ オウ ム病を除く ）
（ 無症状病原体保有者を含む） 95 細菌性髄膜炎

73 ジアルジア症 小児科定点（ 週報） 106 マイ コ プラ ズマ肺炎
74 侵襲性イ ンフルエンザ菌感染症 88 Ｒ Ｓ ウ イ ルス 感染症 107 無菌性髄膜炎
75 侵襲性髄膜炎菌感染症 89 咽頭結膜熱
76 侵襲性肺炎球菌感染症 91 Ａ 群溶血性レ ンサ球菌咽頭炎 基幹定点（ 月報）
77 水痘（ 入院例に限る ） 92 感染性胃腸炎 104 ペニシリ ン耐性肺炎球菌感染症
78 先天性風し ん症候群 97 水痘 メ チシリ ン耐性黄色ブド ウ 球菌

梅毒 101 手足口病 感染症（ ＭＲ Ｓ Ａ ）
（ 無症状病原体保有者を含む） 102 伝染性紅斑 109 薬剤耐性緑膿菌感染症

80 播種性ク リ プト コ ッ ク ス 症 103 突発性発し ん
81 破傷風 105 ヘルパンギーナ 性感染症定点（ 月報）

バンコ マイ シン耐性黄色ブド ウ 111 流行性耳下腺炎 98 性器ク ラ ミ ジア感染症
球菌感染症（ Ｖ Ｒ Ｓ Ａ ） 99 性器ヘルペス ウ イ ルス 感染症
バンコ マイ シン耐性腸球菌 100 尖圭コ ンジロ ーマ
感染症（ Ｖ Ｅ Ｒ ） 新型インフルエンザ等感染症 112 淋菌感染症

84 百日咳
85 風し ん ※ 113 新型イ ンフルエンザ

86 麻し ん ※ 114 再興型イ ンフルエンザ 指定感染症
薬剤耐性アシネト バク タ ー ※ 115 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症
感染症（ ＭＲ Ａ Ｂ ） ※ 116 再興型コ ロ ナウ イ ルス 感染症 なし

≪感染症法の対象として規定されている感染症≫
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